
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令

鉄
道
営
業
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第

二
十
一
条
、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第

十
四
条
及
び
同
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ

る
第
十
四
条
の
規
定
に
基
き
、
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許

に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
運
転
免
許
（
第
三
条―

第
六
条
）

第
三
章
　
動
力
車
操
縦
者
試
験
（
第
七
条―

第
十
一

条
）

第
四
章
　
運
転
免
許
証
の
再
交
付
等
（
第
十
二
条―

第

十
五
条
）

第
五
章
　
動
力
車
操
縦
者
養
成
所
（
第
十
六
条―

第
二

十
一
条
）

第
六
章
　
雑
則
（
第
二
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
こ
の
省
令
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鉄
道
、
軌
道
及
び
無
軌
条
電
車

に
お
け
る
動
力
車
操
縦
者
の
運
転
免
許
に
関
す
る
制
度

を
定
め
、
も
つ
て
動
力
車
操
縦
者
の
資
質
の
向
上
及
び

輸
送
の
安
全
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
動
力
車
の
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
動
力
車
と
は
、
鉄
道
及

び
軌
道
に
お
け
る
蒸
気
機
関
車
、
電
気
車
（
電
気
機
関

車
、
電
車
、
蓄
電
池
機
関
車
及
び
蓄
電
池
電
車
を
い

う
。
）
及
び
内
燃
車
（
内
燃
機
関
車
及
び
内
燃
動
車
を

い
う
。
）
並
び
に
無
軌
条
電
車
を
い
う
。

第
二
章
　
運
転
免
許

（
運
転
免
許
）

第
三
条
　
鉄
道
、
軌
道
及
び
無
軌
条
電
車
の
係
員
は
、
地

方
運
輸
局
長
の
運
転
免
許
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、

動
力
車
を
操
縦
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
運
転
見

習
中
の
係
員
が
運
転
免
許
を
受
け
た
者
と
当
該
運
転
免

許
に
係
る
動
力
車
に
同
乗
し
て
そ
の
直
接
の
指
導
を
受

け
る
場
合
又
は
本
線
を
支
障
す
る
お
そ
れ
が
な
い
側
線

に
お
い
て
移
動
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
動
力
車
の
安
全
な
操
縦
に
必
要

な
限
度
に
お
い
て
、
運
転
免
許
に
、
運
転
免
許
を
受
け

る
者
の
身
体
の
状
態
又
は
動
力
車
の
操
縦
に
関
す
る
知

識
若
し
く
は
技
能
に
応
じ
、
そ
の
者
が
行
う
こ
と
が
で

き
る
動
力
車
の
操
縦
の
範
囲
を
限
定
し
、
そ
の
他
動
力

車
を
操
縦
す
る
に
つ
い
て
必
要
な
条
件
を
付
し
、
及
び

こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
は
、
動
力
車
操
縦

者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者

に
対
し
運
転
免
許
証
を
交
付
し
て
、
こ
れ
を
行
う
。

４
　
前
項
の
運
転
免
許
証
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
運
転
免
許
の
種
類

二
　
運
転
免
許
の
番
号

三
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
運
転
免
許
の
年
月
日

五
　
所
属
事
業
者
名

六
　
運
転
免
許
に
条
件
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
条
件

５
　
第
三
項
の
運
転
免
許
証
の
様
式
は
、
第
一
号
様
式
に

よ
る
。

６
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
運
転
免
許
を
受
け
た
者
の
身
体

の
状
態
に
関
し
、
動
力
車
を
操
縦
す
る
に
つ
い
て
必
要

な
条
件
を
付
し
、
又
は
そ
の
条
件
の
内
容
を
変
更
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
運
転
免
許
を
受

け
た
者
に
対
し
、
第
三
項
の
運
転
免
許
証
及
び
身
体
検

査
の
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
運
転
免
許
の
種
類
）

第
四
条
　
運
転
免
許
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一
　
甲
種
蒸
気
機
関
車
運
転
免
許

二
　
甲
種
電
気
車
運
転
免
許

三
　
甲
種
内
燃
車
運
転
免
許

四
　
新
幹
線
電
気
車
運
転
免
許

五
　
第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転
免
許

六
　
第
二
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転
免
許

七
　
第
一
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転
免
許

八
　
第
二
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転
免
許

九
　
乙
種
蒸
気
機
関
車
運
転
免
許

十
　
乙
種
電
気
車
運
転
免
許

十
一
　
乙
種
内
燃
車
運
転
免
許

十
二
　
無
軌
条
電
車
運
転
免
許

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
運
転
免
許
を
受
け
た
者
は
、
そ

れ
ぞ
れ
別
表
一
に
定
め
る
種
類
の
動
力
車
を
操
縦
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
軌
道
経
営
者
が
軌
道
運
転

規
則
（
昭
和
二
十
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
六

条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
関
し
軌
道
運
転
規
則
第
二
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
許

可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
許
可
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ

た
運
転
免
許
を
受
け
た
者
に
限
り
、
当
該
許
可
に
係
る

区
間
を
運
行
す
る
動
力
車
を
操
縦
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
運
転
免
許
の
申
請
）

第
五
条
　
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
運

輸
局
長
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
運
転
免
許
申
請
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
現
住
所

二
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
所
属
事
業
者
名

四
　
受
け
よ
う
と
す
る
運
転
免
許
の
種
類

五
　
試
験
の
一
部
又
は
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及

び
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三

分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
申
請
者
の
写
真
（
以
下

「
免
許
用
写
真
」
と
い
う
。
）
二
枚
（
第
九
条
の
規
定
に

よ
り
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
一
枚
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る

住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
、
氏

名
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
本
国
領
事
官
の
証
明

書
。
た
だ
し
、
本
国
領
事
官
の
証
明
書
を
提
出
で
き

な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
権
限
あ
る
機
関
が
発
行
す
る

こ
れ
ら
の
事
項
を
証
明
す
る
書
類
と
す
る
。
）

二
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
一
部
又
は
全
部
の

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
免
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
同
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の

施
設
に
お
い
て
行
つ
た
身
体
検
査
の
結
果
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
を
含
む
。
）

３
　
第
一
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
第
一
号
の
二
様
式
に

よ
る
。

（
運
転
免
許
の
取
消
等
）

第
六
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
運
転
免
許
を
受
け
た
者

が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
認
め
た
と
き
は
、
運
転
免
許
の
取
消
又
は
停
止
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
動
力
車
の
操
縦
に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に

基
づ
く
命
令
又
は
運
転
免
許
に
付
し
た
条
件
に
違
反

し
た
と
き
。

二
　
別
表
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と

と
な
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
生
じ
た
と

き
。

２
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係

る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
行
政

手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
、
か
つ
、
聴
聞
の
期
日

及
び
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
通
知
を
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
ま
で
に
お
く
べ
き

相
当
な
期
間
は
、
二
週
間
を
下
回
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
動
力
車
操
縦
者
試
験

（
受
験
資
格
）

第
七
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試

験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
十
八
歳
未
満
の
者

二
　
運
転
免
許
の
取
消
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
し
な
い
者

（
試
験
）

第
八
条
　
試
験
は
、
運
転
免
許
の
種
類
ご
と
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

一
　
動
力
車
の
操
縦
に
関
し
て
必
要
な
身
体
検
査

二
　
動
力
車
の
操
縦
に
関
し
て
必
要
な
適
性
検
査

三
　
動
力
車
の
操
縦
に
関
す
る
法
令
並
び
に
動
力
車
の

構
造
及
び
機
能
に
関
す
る
筆
記
試
験

四
　
動
力
車
の
操
縦
に
関
す
る
技
能
試
験

２
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
試
験
は
同
項
第
一
号
の

試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
、
同
項
第
四
号
の
試
験

は
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に

対
し
て
、
こ
れ
を
行
う
。

（
身
体
検
査
）

第
八
条
の
二
　
身
体
検
査
は
、
別
表
二
の
上
欄
に
掲
げ
る

項
目
に
つ
い
て
行
い
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
適
性
検
査
）

第
八
条
の
三
　
適
性
検
査
は
、
ク
レ
ペ
リ
ン
検
査
、
反
応

速
度
検
査
そ
の
他
の
検
査
に
よ
り
、
動
力
車
の
操
縦
に

関
し
て
必
要
な
適
性
を
検
査
す
る
た
め
に
行
う
。

（
筆
記
試
験
）

第
八
条
の
四
　
筆
記
試
験
は
、
別
表
三
の
上
欄
に
掲
げ
る

運
転
免
許
の
種
類
ご
と
に
、
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に

掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

（
技
能
試
験
）

第
八
条
の
五
　
技
能
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
行
う
。

一
　
速
度
観
測

二
　
距
離
目
測

三
　
制
動
機
の
操
作

四
　
制
動
機
以
外
の
機
器
の
取
扱

五
　
定
時
運
転

六
　
非
常
の
場
合
の
措
置

（
試
験
の
免
除
）

第
九
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て

は
、
別
表
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
験
の
全
部

又
は
一
部
を
免
除
す
る
。

一
　
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
し
た
動
力
車
の
操
縦
に
関

す
る
講
習
を
行
う
施
設
（
以
下
「
養
成
所
」
と
い

1



う
。
）
の
講
習
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
つ
て
、
修

了
後
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

二
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
学
校
令
（
昭
和
十
八

年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
工
業
学
校
を
含
む
。
）

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
の
機
械
科
、
電
気
科

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

者
（
当
該
科
又
は
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る

専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

で
あ
つ
て
、
在
学
中
動
力
車
の
構
造
及
び
機
能
に
関

す
る
科
目
を
修
得
し
た
も
の

三
　
運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
他
の
種

類
の
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

四
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
八
十
四
条
第
四
項
の
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
を

受
け
て
い
る
者

２
　
第
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ

る
試
験
に
不
合
格
と
な
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の

者
が
同
種
の
運
転
免
許
に
関
す
る
試
験
を
受
け
る
場
合

に
お
い
て
、
引
き
続
き
行
う
当
該
試
験
の
二
回
に
限
り

同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
試
験
を
免
除
す
る
。

（
試
験
の
施
行
）

第
十
条
　
試
験
は
、
運
転
免
許
の
種
類
ご
と
に
、
原
則
と

し
て
毎
年
二
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
試
験
の
期
日
及
び
場
所
そ
の
他

試
験
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
、
試
験
の
都
度
公
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
削
除

第
四
章
　
運
転
免
許
証
の
再
交
付
等

（
運
転
免
許
証
の
再
交
付
）

第
十
二
条
　
運
転
免
許
を
受
け
た
者
は
、
運
転
免
許
証
を

滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
と
き
は
、
地
方
運
輸
局
長
に

第
二
号
様
式
に
よ
る
運
転
免
許
証
再
交
付
申
請
書
を
提

出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は

本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
つ

て
は
、
国
籍
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
本
国
領

事
官
の
証
明
書
。
た
だ
し
、
本
国
領
事
官
の
証
明
書
を

提
出
で
き
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
権
限
あ
る
機
関
が
発

行
す
る
こ
れ
ら
の
事
項
を
証
明
す
る
書
類
と
す
る
。
）

及
び
免
許
用
写
真
一
枚
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
運
転
免
許
証
記
載
事
項
の
変
更
の
記
入
）

第
十
三
条
　
運
転
免
許
を
受
け
た
者
は
、
運
転
免
許
証
の

記
載
事
項
の
う
ち
、
氏
名
又
は
所
属
事
業
者
名
に
変
更

を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
号
様
式
に
よ
り

当
該
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
及
び
当
該
運
転
免

許
証
を
添
え
て
地
方
運
輸
局
長
に
申
請
書
を
提
出
し

て
、
運
転
免
許
証
記
載
事
項
の
変
更
の
記
入
の
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
免
許
証
の
返
納
等
）

第
十
四
条
　
運
転
免
許
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
運
転
免
許
証
を

地
方
運
輸
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

二
　
運
転
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
た
と
き
。

２
　
運
転
免
許
を
受
け
た
者
は
、
運
転
免
許
が
停
止
さ
れ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
運
転
免
許
証
を
地
方
運
輸
局

長
に
提
出
し
、
そ
の
旨
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
原
簿
）

第
十
五
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
動
力
車
操
縦
者
運
転
免

許
原
簿
（
以
下
「
原
簿
」
と
い
う
。
）
を
設
け
、
運
転

免
許
証
を
交
付
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
原
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
運
転
免
許
の
種
類

二
　
運
転
免
許
の
番
号

三
　
本
籍

四
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
運
転
免
許
の
年
月
日

六
　
所
属
事
業
者
名

七
　
運
転
免
許
に
条
件
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
条
件

２
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
次
に
掲
げ
る
処
分
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
及
び
処
分
の
年
月
日
を
原
簿
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
の
条
件

の
付
与
又
は
変
更

二
　
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消

又
は
停
止

三
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
の
再
交
付

四
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
記
載
事
項

の
変
更
の
記
入

五
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
の
受
納

第
五
章
　
動
力
車
操
縦
者
養
成
所

（
講
習
課
程
の
種
類
）

第
十
六
条
　
養
成
所
の
講
習
課
程
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
し
、
第
一
類
の
講
習
課
程
は
学
科
講
習
及

び
技
能
講
習
を
行
う
も
の
を
い
い
、
第
二
類
の
講
習
課

程
は
学
科
講
習
を
行
う
も
の
を
い
う
。

一
　
第
一
類
甲
種
蒸
気
機
関
車
運
転
講
習
課
程

二
　
第
二
類
甲
種
蒸
気
機
関
車
運
転
講
習
課
程

三
　
第
一
類
甲
種
電
気
車
運
転
講
習
課
程

四
　
第
二
類
甲
種
電
気
車
運
転
講
習
課
程

五
　
第
一
類
甲
種
内
燃
車
運
転
講
習
課
程

六
　
第
二
類
甲
種
内
燃
車
運
転
講
習
課
程

七
　
第
一
類
新
幹
線
電
気
車
運
転
講
習
課
程

八
　
第
二
類
新
幹
線
電
気
車
運
転
講
習
課
程

九
　
第
一
類
乙
種
蒸
気
機
関
車
運
転
講
習
課
程

十
　
第
二
類
乙
種
蒸
気
機
関
車
運
転
講
習
課
程

十
一
　
第
一
類
乙
種
電
気
車
運
転
講
習
課
程

十
二
　
第
二
類
乙
種
電
気
車
運
転
講
習
課
程

十
三
　
第
一
類
乙
種
内
燃
車
運
転
講
習
課
程

十
四
　
第
二
類
乙
種
内
燃
車
運
転
講
習
課
程

十
五
　
第
一
類
無
軌
条
電
車
運
転
講
習
課
程

（
指
定
の
申
請
）

第
十
七
条
　
養
成
所
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
地
方
運
輸

局
長
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
養
成
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
養
成
所
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
養
成
所
の
講
習
課
程
の
種
類

四
　
教
室
そ
の
他
の
講
習
の
用
に
供
す
る
場
所
に
つ
い

て
の
収
容
人
員
及
び
平
面
図
を
も
つ
て
示
す
規
模

五
　
主
任
教
師
（
講
習
課
程
に
お
け
る
責
任
者
を
い

う
。
）
の
氏
名
、
略
歴
及
び
職
務
の
内
容

六
　
前
号
の
主
任
教
師
以
外
の
教
師
の
氏
名
、
略
歴
、

担
当
科
目
、
担
当
時
間
及
び
専
任
又
は
兼
任
の
別

（
養
成
所
の
教
師
と
し
て
の
職
務
以
外
の
職
務
を
兼

ね
て
い
る
か
ど
う
か
の
別
を
い
う
。
）

七
　
教
科
書
の
概
要
並
び
に
動
力
車
の
部
品
そ
の
他
の

教
材
の
名
称
及
び
数
量

八
　
学
科
講
習
の
科
目
及
び
各
科
目
ご
と
の
講
習
時
間

九
　
学
科
試
験
の
科
目
及
び
合
格
基
準

十
　
身
体
検
査
の
検
査
項
目
及
び
合
格
基
準

十
一
　
適
性
検
査
の
検
査
方
法
及
び
合
格
基
準

十
二
　
技
能
講
習
の
科
目
及
び
各
科
目
ご
と
の
講
習
時

間
（
第
一
類
の
講
習
課
程
に
限
る
。
）

十
三
　
技
能
試
験
の
科
目
、
方
法
及
び
合
格
基
準
（
第

一
類
の
講
習
課
程
に
限
る
。
）

２
　
二
以
上
の
講
習
課
程
を
設
け
る
養
成
所
に
あ
つ
て

は
、
前
項
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

は
、
講
習
課
程
別
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
養
成
所
に
お
い
て
使
用
す

る
教
科
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
講
習
課
程
の
変
更
等
）

第
十
八
条
　
養
成
所
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
は
、
新
設
又
は
変
更
に
係
る
講
習
課
程
の
種

類
、
新
設
す
る
講
習
課
程
又
は
変
更
後
の
当
該
講
習
課

程
に
関
す
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
及
び
新
設
又
は
変
更
を
必
要
と
す
る
理

由
を
講
習
課
程
別
に
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
は
、
当
該

講
習
課
程
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
書
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
養
成
所
に
講
習
課
程
を
新
設
し
よ
う
と
す
る
と

き
。

二
　
講
習
課
程
の
種
類
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

（
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
。

２
　
養
成
所
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

は
、
変
更
の
内
容
及
び
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記

載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
主
任
教
師
又
は
そ
の
職
務
の
内
容
を
変
更
す
る
と

き
。

二
　
学
科
講
習
の
科
目
又
は
科
目
ご
と
の
講
習
時
間
を

減
ら
す
と
き
。

三
　
学
科
試
験
の
科
目
を
減
ら
す
と
き
又
は
学
科
試
験

の
合
格
基
準
を
変
更
す
る
と
き
。

四
　
身
体
検
査
の
検
査
項
目
又
は
合
格
基
準
を
変
更
す

る
と
き
。

五
　
適
性
検
査
の
検
査
方
法
又
は
合
格
基
準
を
変
更
す

る
と
き
。

六
　
技
能
講
習
の
科
目
又
は
科
目
ご
と
の
講
習
時
間
を

減
ら
す
と
き
。

七
　
技
能
試
験
の
科
目
を
減
ら
す
と
き
又
は
技
能
試
験

の
方
法
若
し
く
は
合
格
基
準
を
変
更
す
る
と
き
。

３
　
養
成
所
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
養
成
所
を
廃
止
し
た
と
き
。

二
　
一
以
上
の
講
習
課
程
を
廃
止
し
た
と
き
。

三
　
講
習
課
程
の
種
類
の
変
更
が
同
種
の
運
転
免
許
に

係
る
講
習
課
程
の
種
類
相
互
間
に
お
け
る
も
の
で
第

一
類
の
も
の
か
ら
第
二
類
の
も
の
に
変
更
し
た
も
の

で
あ
る
と
き
。

四
　
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

を
変
更
し
た
と
き
。

４
　
養
成
所
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
前
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
前
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以

外
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨

を
地
方
運
輸
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
が
教
科
書
の
概
要
の
変

更
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
変
更
後
の
教
科
書
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５
　
第
一
項
の
申
請
又
は
第
三
項
の
届
出
は
、
地
方
運
輸

局
長
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
徴
収
等
）

第
十
八
条
の
二
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長

は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
養
成
所
の
指
定

を
受
け
た
者
に
対
し
、
講
習
の
業
務
の
実
施
状
況
及
び

講
習
の
用
に
供
す
る
施
設
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
報

告
を
求
め
、
又
は
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
十
八
条
の
三
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長

は
、
養
成
所
が
動
力
車
の
操
縦
に
関
す
る
講
習
に
不
適

当
と
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
養
成
所
に
対
し
、
講

習
の
業
務
の
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
取
消
等
）

第
十
九
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
養
成
所
の
指
定
を
取
り
消

し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
講
習
の
業
務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
養
成
所
の
指
定
を
受
け
た
者
が
こ
の
省
令
に
違
反

し
た
と
き
。

二
　
養
成
所
が
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

求
め
に
応
ぜ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

三
　
養
成
所
が
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
監
査
を

拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。

四
　
養
成
所
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

と
き
。

（
告
示
）

第
二
十
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
養
成
所
の
指
定
若
し
く

は
指
定
の
取
消
を
行
つ
た
と
き
、
又
は
養
成
所
の
廃
止

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
養
成
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
養
成
所
の
指
定
を
受
け
た
者
又
は
受
け
て
い
た
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
養
成
所
に
設
け
る
講
習
課
程
の
種
類

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

き
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の

と
す
る
。

（
指
定
書
）

第
二
十
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
養
成
所
を
指
定
し
た

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
指
定
書
を
指

定
を
受
け
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
指
定
書
番
号

二
　
養
成
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
養
成
所
の
指
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所

四
　
養
成
所
に
設
け
る
講
習
課
程
の
種
類

第
六
章
　
雑
則

（
手
数
料
）

第
二
十
二
条
　
運
転
免
許
の
申
請
を
し
、
又
は
運
転
免
許

証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
五
に
掲

げ
る
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
手
数
料
は
、
申
請
書
に
収
入
印
紙
を
貼
つ
て
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
当
分
の
間
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
第
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

条
の
二
又
は
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
も

の
と
さ
れ
た
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る

省
令
の
施
行
及
び
こ
れ
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令

の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省

令
第
十
九
号
）
第
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
鉄
道
運
転
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
五

号
。
以
下
「
旧
鉄
道
運
転
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
」

と
、
「
軌
道
運
転
規
則
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
と

あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
軌
道
運
転
規
則
第
二
条
第
一
項

た
だ
し
書
又
は
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る

も
の
と
さ
れ
た
旧
鉄
道
運
転
規
則
第
五
条
第
一
項
」
と

し
、
別
表
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
甲
種

蒸
気
機
関
車
運
転
免
許
の
項
中
「
鉄
道
に
関
す
る
技
術

上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
二

章
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
及
び
第
十
章
に
限

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
第

一
条
、
第
二
条
、
第
二
章
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五

条
及
び
第
十
章
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
軌
道
運
転
規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
準
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
鉄
道
運
転
規
則
」
と
、

甲
種
電
気
車
運
転
免
許
の
項
及
び
甲
種
内
燃
車
運
転
免

許
の
項
中
「
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る

省
令
」
と
あ
る
の
は
「
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

を
定
め
る
省
令
及
び
軌
道
運
転
規
則
附
則
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
準
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
鉄
道
運
転
規

則
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
九
月
二
一
日
運
輸
省
令

第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
二
月
八
日
運
輸
省
令

第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

一
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
六
月
二
四
日
運
輸
省
令

第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省

令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
一
二
月
一
九
日
運
輸
省

令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
交
通
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三

十
五
年
十
二
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
四
月
一
一
日
運
輸
省
令

第
二
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
七
条
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
転
免
許
を
受
け
て
い

る
者
の
有
す
る
運
転
免
許
証
は
、
改
正
後
の
第
三
条
第

四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令

の
施
行
後
も
、
な
お
有
効
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
転
免
許
を
受
け
て
い

る
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
第
五
条
第
一

項
又
は
改
正
後
の
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三

条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
改

正
後
の
第
一
号
の
二
様
式
、
第
二
号
様
式
又
は
第
三
号

様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
様
式
中
運
転
免
許
の

番
号
を
記
載
す
べ
き
欄
に
は
運
転
免
許
証
番
号
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
三
日
運
輸
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
別
表
五
及
び
第
二
号
様
式
の
改
正
規
定
中
手
数
料

の
額
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令

第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
運
輸
省
令

第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令

第
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令

第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
三
日
運
輸
省

令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
転
免
許
を
受
け

て
い
る
者
の
有
す
る
運
転
免
許
証
は
、
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る

省
令
第
三
条
第
四
項
の
規
定
及
び
第
一
号
様
式
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
有
効
と
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
九
日
運
輸
省
令

第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約

そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処

分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他

の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申

請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は

秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等

又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除

く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は

秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等

又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限

新
潟
運
輸
局
長

3



る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部

長関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部

長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
五
日
運
輸
省
令

第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
日
運
輸
省
令
第

一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
国
有
鉄
道
の
動

力
を
有
す
る
車
両
を
操
縦
す
る
業
務
に
従
事
し
て
い
る

者
（
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の

業
務
か
ら
離
れ
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含

む
。
）
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

昭
和
六
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
は
、
同
項
の
運
転
免

許
を
受
け
な
い
で
、
当
該
車
両
に
対
応
す
る
動
力
車
を

操
縦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す

る
日
ま
で
は
、
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
八

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
を
免
除
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
動
力
車
操
縦
者
運
転
免

許
に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

課
程
を
修
了
し
た
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
第
九
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
講
習
課
程
を
修
了
し
た
者
と
み

な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令

第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第

二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
九
日
運
輸
省
令
第

九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第

一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第

一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第

四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平

成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
聴
聞
に
関
す
る
規
定
の
整
備
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
運
輸
省
令
の
規
定
に
よ

り
行
わ
れ
た
聴
聞
、
聴
問
若
し
く
は
聴
聞
会
（
不
利
益

処
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
た
め
の

手
続
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省
令
の
相

当
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令
第

二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
一
日
運
輸
省
令
第

一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令

第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に

関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省

令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
六
日
国
土
交

通
省
令
第
一
五
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た

申
請
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省

令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通

省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
日
国
土
交
通

省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
一
四
日
国
土
交
通

省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
運
輸
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め

の
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
公
共
団
体
の
鉄
道

の
動
力
を
有
す
る
車
両
を
操
縦
す
る
業
務
に
従
事
し
て

い
る
者
（
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、

そ
の
業
務
か
ら
離
れ
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

を
含
む
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
動
力
車

操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
動
力
車

操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
同
項
の
運
転
免

許
を
受
け
な
い
で
、
当
該
車
両
に
対
応
す
る
動
力
車
を

操
縦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す

る
日
ま
で
は
、
新
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る

省
令
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
令
第
八
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
を
免
除
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
公
共
団
体
の
鉄
道
の
動

力
を
有
す
る
車
両
の
操
縦
に
関
す
る
講
習
を
行
う
施
設

に
お
い
て
講
習
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
（
こ
の
省
令

の
施
行
の
際
現
に
当
該
課
程
を
履
修
中
の
者
で
あ
っ
て

こ
の
省
令
の
施
行
後
に
当
該
課
程
を
修
了
し
た
も
の
を

含
む
。
）
は
、
新
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る

省
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
講
習
課
程
を

修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
日
国
土
交
通

省
令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
対
し
て
さ
れ
た
申

請
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
三
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
転
免
許
を
受
け
て
い

る
者
の
有
す
る
運
転
免
許
証
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
第
三

条
第
四
項
の
規
定
及
び
第
一
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
有
効
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通

省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
五
日
国
土
交

通
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省

令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通

省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る

行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に

行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和

元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通

省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省

令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
七
月
一
日
国
土
交
通
省
令

第
七
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
転
免
許
を
受
け
て
い

る
者
の
有
す
る
運
転
免
許
証
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
第
三

条
第
四
項
の
規
定
及
び
第
一
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
有
効
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
一
（
第
四
条
関
係
）

運
転
免
許

の
種
類

動
力
車
の
種
類

甲
種
蒸
気

機
関
車
運

転
免
許

鉄
道
事
業
（
新
幹
線
鉄
道
及
び
磁
気
誘

導
式
鉄
道
を
除
く
。
）
及
び
軌
道
事
業

（
軌
道
運
転
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）

の
用
に
供
す
る
蒸
気
機
関
車

甲
種
電
気

車
運
転
免

許

鉄
道
事
業
（
新
幹
線
鉄
道
及
び
磁
気
誘

導
式
鉄
道
を
除
く
。
）
及
び
軌
道
事
業

（
軌
道
運
転
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）

の
用
に
供
す
る
電
気
車

甲
種
内
燃

車
運
転
免

許

鉄
道
事
業
（
新
幹
線
鉄
道
及
び
磁
気
誘

導
式
鉄
道
を
除
く
。
）
及
び
軌
道
事
業

（
軌
道
運
転
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）

の
用
に
供
す
る
内
燃
車

新
幹
線
電

気
車
運
転

免
許

鉄
道
事
業
（
新
幹
線
鉄
道
に
限
る
。
）

の
用
に
供
す
る
電
気
車

第
一
種
磁

気
誘
導
式

電
気
車
運

転
免
許

鉄
道
事
業
（
磁
気
誘
導
式
鉄
道
に
限
る

。
）
の
用
に
供
す
る
電
気
車

第
二
種
磁

気
誘
導
式

電
気
車
運

転
免
許

鉄
道
事
業
（
磁
気
誘
導
式
鉄
道
に
限
る

。
）
の
用
に
供
す
る
電
気
車
（
自
動
運

転
を
す
る
た
め
の
装
置
の
機
能
に
障
害

が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
最
寄
り

の
駅
又
は
車
庫
ま
で
当
該
電
気
車
を
操

縦
す
る
と
き
に
限
る
。
）

第
一
種
磁

気
誘
導
式

内
燃
車
運

転
免
許

鉄
道
事
業
（
磁
気
誘
導
式
鉄
道
に
限
る

。
）
の
用
に
供
す
る
内
燃
車

第
二
種
磁

気
誘
導
式

内
燃
車
運

転
免
許

鉄
道
事
業
（
磁
気
誘
導
式
鉄
道
に
限
る

。
）
の
用
に
供
す
る
内
燃
車
（
自
動
運

転
を
す
る
た
め
の
装
置
の
機
能
に
障
害

が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
最
寄
り

の
駅
又
は
車
庫
ま
で
当
該
内
燃
車
を
操

縦
す
る
と
き
に
限
る
。
）

乙
種
蒸
気

機
関
車
運

転
免
許

軌
道
事
業
（
軌
道
運
転
規
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
蒸
気
機
関
車

乙
種
電
気

車
運
転
免

許

軌
道
事
業
（
軌
道
運
転
規
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
電
気
車

乙
種
内
燃

車
運
転
免

許

軌
道
事
業
（
軌
道
運
転
規
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
内
燃
車

無
軌
条
電

車
運
転
免

許

無
軌
条
電
車

別
表
二
（
第
六
条
、
第
八
条
の
二
関
係
）

項
目

基
準

視

機

能

一
　
視
力
（
矯
正
視
力
を
含
む
。
）
が
両
眼
で

一
・
〇
以
上
、
か
つ
、
一
眼
で
そ
れ
ぞ
れ

〇
・
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
動
力
車
の
操
縦
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認

め
ら
れ
る
両
眼
視
機
能
の
異
常
が
な
い
こ
と
。

三
　
動
力
車
の
操
縦
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認

め
ら
れ
る
視
野
の
異
常
が
な
い
こ
と
。

四
　
動
力
車
の
操
縦
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認

め
ら
れ
る
色
覚
の
異
常
が
な
い
こ
と
。

聴
力

各
耳
と
も
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
さ
さ

や
く
言
葉
を
明
ら
か
に
聴
取
で
き
る
こ
と
。

疾

病

及

び

身

体

機

能

の

障

害

の

有
無

心
臓
疾
患
、
神
経
及
び
精
神
の
疾
患
、
眼
疾

患
、
運
動
機
能
の
障
害
、
言
語
機
能
の
障
害

そ
の
他
の
動
力
車
の
操
縦
に
支
障
を
及
ぼ
す

と
認
め
ら
れ
る
疾
病
又
は
身
体
機
能
の
障
害

が
な
い
こ
と
。

中
毒

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
麻
薬
中
毒
そ
の
他
動
力

車
の
操
縦
に
支
障
を
及
ぼ
す
中
毒
の
症
状
が

な
い
こ
と
。

別
表
三
（
第
八
条
の
四
関
係
）

運

転

免

許

の

種

類

動
力
車
の
操
縦
に
関
す

る
法
令
に
係
る
科
目

動
力
車
の
構
造

及
び
機
能
等
に

関
す
る
科
目

甲

種

蒸

気

機

関

車

運

転

免
許

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
省
令

（
第
一
条
、
第
二
条
、

第
二
章
、
第
五
十
四

条
、
第
五
十
五
条
及
び

第
十
章
に
限
る
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

蒸
気
機
関
車
の

構
造
及
び
機
能

運
転
理
論

甲

種

電

気

車

運

転
免
許

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
省
令

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

電
気
車
の
構
造

及
び
機
能

運
転
理
論

甲

種

内

燃

車

運

転
免
許

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
省
令

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

内
燃
車
の
構
造

及
び
機
能

運
転
理
論

新

幹

線

電

気

車

運

転

免

許

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
省
令

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

新
幹
線
鉄
道
の

電
気
車
の
構
造

及
び
機
能

運
転
理
論

第

一

種

磁

気

誘

導

式

電

気

車

運

転

免

許

又

は

第

二

種

磁

気

誘

導

式

電

気

車

運

転

免
許

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
省
令

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

磁
気
誘
導
式
鉄

道
の
電
気
車
の

構
造
及
び
機
能

運
転
理
論

第

一

種

磁

気

誘

導

式

内

燃

車

運

転

免

許

鉄
道
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
省
令

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

磁
気
誘
導
式
鉄

道
の
内
燃
車
の

構
造
及
び
機
能

5



又

は

第

二

種

磁

気

誘

導

式

内

燃

車

運

転

免
許

運
転
理
論

乙

種

蒸

気

機

関

車

運

転

免
許

軌
道
運
転
規
則

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

道
路
交
通
法
及
び
道
路

交
通
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
五
年
政
令
第
二
百

七
十
号
）

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

蒸
気
機
関
車
の

構
造
及
び
機
能

運
転
理
論

乙

種

電

気

車

運

転
免
許

軌
道
運
転
規
則

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

道
路
交
通
法
及
び
道
路

交
通
法
施
行
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

電
気
車
の
構
造

及
び
機
能

運
転
理
論

乙

種

内

燃

車

運

転
免
許

軌
道
運
転
規
則

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

道
路
交
通
法
及
び
道
路

交
通
法
施
行
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

内
燃
車
の
構
造

及
び
機
能

運
転
理
論

無

軌

条

電

車

運

転
免
許

無
軌
条
電
車
運
転
規
則

運
転
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
省
令

道
路
交
通
法
及
び
道
路

交
通
法
施
行
令

安
全
に
関
す
る

基
本
的
事
項

無
軌
条
電
車
の

構
造
及
び
機
能

運
転
理
論

別
表
四
（
第
九
条
関
係
）

試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免

除

す

る
試
験

第九条第一項第一号に掲げる者

受
け
よ
う
と
す
る
運
転
免
許
に
係

る
第
一
類
の
講
習
課
程
を
修
了
し

た
者

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験技

能

試

験

受
け
よ
う
と
す
る
運
転
免
許
に
係

る
第
二
類
の
講
習
課
程
又
は
第
一

類
の
講
習
課
程
の
う
ち
技
能
講
習

以
外
の
課
程
を
修
了
し
た
者

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

第九条第一項第二号に掲げる者

受
け
よ
う
と
す
る
運
転
免
許
に
係

る
動
力
車
の
構
造
及
び
機
能
に
関

す
る
科
目
を
修
得
し
た
者

筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

構

造

及

び

機

能

に

関

す

る

も
の

第九条第一項第三号に掲げる者

甲
種
又
は
乙
種
の
運
転
免
許
を
受

け
て
い
る
者
（
第
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
が
動

力
車
の
操
縦
の
範
囲
を
限
定
し
た

運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当

該
運
転
免
許
に
対
応
す
る
乙
種
又

は
甲
種
の
運
転
免
許
を
受
け
よ
う

と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

構

造

及

び

機

能

に

関

す

る

も
の

　

甲
種
又
は
乙
種
の
運
転
免
許
を
受

け
て
い
る
者
（
第
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
が
動

力
車
の
操
縦
の
範
囲
を
限
定
し
た

運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
甲

種
又
は
乙
種
の
他
の
運
転
免
許
を

受
け
よ
う
と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

操

縦

に

関

す

る

法

令

に

係

る
も
の

　

甲
種
又
は
乙
種
の
運
転
免
許
を
受

け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
他
の
甲

種
又
は
乙
種
の
運
転
免
許
を
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
の
う
ち
前
二
欄

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

甲
種
又
は
乙
種
の
電
気
車
の
運
転

免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸

局
長
が
動
力
車
の
操
縦
の
範
囲
を

限
定
し
た
運
転
免
許
を
受
け
て
い

る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
新
幹

線
電
気
車
運
転
免
許
を
受
け
よ
う

と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

構

造

及

び

機

能

に

関

す

る

も
の

　

甲
種
又
は
乙
種
の
運
転
免
許
を
受

け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
新
幹
線

電
気
車
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
の
う
ち
前
欄
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

甲
種
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
る

者
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
地
方
運
輸
局
長
が
動
力
車
の
操

縦
の
範
囲
を
限
定
し
た
運
転
免
許

を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
で
あ

つ
て
、
第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気

車
運
転
免
許
、
第
二
種
磁
気
誘
導

式
電
気
車
運
転
免
許
、
第
一
種
磁

気
誘
導
式
内
燃
車
運
転
免
許
又
は

第
二
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

操

縦

に

関

す

る

法

令

に

係

る
も
の

　

甲
種
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
る

者
で
あ
つ
て
、
第
一
種
磁
気
誘
導

式
電
気
車
運
転
免
許
、
第
二
種
磁

気
誘
導
式
電
気
車
運
転
免
許
、
第

一
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転
免

許
又
は
第
二
種
磁
気
誘
導
式
内
燃

車
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

も
の
の
う
ち
前
欄
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

新
幹
線
電
気
車
運
転
免
許
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
甲
種
又
は

乙
種
の
電
気
車
の
運
転
免
許
を
受

け
よ
う
と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

構

造

及

び

機

能

に

関

す

る

も
の

　

新
幹
線
電
気
車
運
転
免
許
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
甲
種
又
は

乙
種
の
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
の
う
ち
前
欄
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

新
幹
線
電
気
車
運
転
免
許
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
第
一
種
磁

気
誘
導
式
電
気
車
運
転
免
許
、
第

二
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転
免

許
、
第
一
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車

運
転
免
許
又
は
第
二
種
磁
気
誘
導

式
内
燃
車
運
転
免
許
を
受
け
よ
う

と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転

免
許
又
は
第
一
種
磁
気
誘
導
式
内

燃
車
運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
者

（
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地

方
運
輸
局
長
が
動
力
車
の
操
縦
の

範
囲
を
限
定
し
た
運
転
免
許
を
受

け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ

て
、
甲
種
の
運
転
免
許
を
受
け
よ

う
と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

操

縦

に

関

す

る

法

令

に

係

る
も
の

　

第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転

免
許
又
は
第
一
種
磁
気
誘
導
式
内

燃
車
運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
者

で
あ
つ
て
、
甲
種
の
運
転
免
許
を

受
け
よ
う
と
す
る
も
の
の
う
ち
前

欄
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転

免
許
又
は
第
一
種
磁
気
誘
導
式
内

燃
車
運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
者

で
あ
つ
て
、
新
幹
線
電
気
車
運
転

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転

免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸

局
長
が
動
力
車
の
操
縦
の
範
囲
を

限
定
し
た
運
転
免
許
を
受
け
て
い

る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
第
一

種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転
免
許

又
は
第
二
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

操
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運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の

縦

に

関

す

る

法

令

に

係

る
も
の

　

第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転

免
許
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、

第
一
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転

免
許
又
は
第
二
種
磁
気
誘
導
式
内

燃
車
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
も
の
の
う
ち
前
欄
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

第
一
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転

免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸

局
長
が
動
力
車
の
操
縦
の
範
囲
を

限
定
し
た
運
転
免
許
を
受
け
て
い

る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
第
一

種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転
免
許

又
は
第
二
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車

運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

の

う

ち

動

力

車

の

操

縦

に

関

す

る

法

令

に

係

る
も
の

　

第
一
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転

免
許
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、

第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転

免
許
又
は
第
二
種
磁
気
誘
導
式
電

気
車
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
も
の
の
う
ち
前
欄
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

第
一
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転

免
許
又
は
第
一
種
磁
気
誘
導
式
内

燃
車
運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
者

で
あ
つ
て
、
乙
種
の
運
転
免
許
を

受
け
よ
う
と
す
る
も
の

身

体

検

査適

性

検

査

　

乙
種
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
る

者
で
あ
つ
て
、
第
一
種
磁
気
誘
導

式
電
気
車
運
転
免
許
、
第
二
種
磁

気
誘
導
式
電
気
車
運
転
免
許
、
第

一
種
磁
気
誘
導
式
内
燃
車
運
転
免

許
又
は
第
二
種
磁
気
誘
導
式
内
燃

車
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

も
の

身

体

検

査適

性

検

査

第九条

第
二
種
磁
気
誘
導
式
電
気
車
運
転

免
許
又
は
第
二
種
磁
気
誘
導
式
内

身

体

検

査

第一項第四号に掲げる者

燃
車
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

適

性

検

査筆

記

試

験

無
軌
条
電
車
運
転
免
許
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

身

体

検

査適

性

検

査筆

記

試

験

別
表
五
（
第
二
十
二
条
関
係
）

手
数
料

の
種
類

手
数
料
を
納

付
す
べ
き
者

手
数
料
の
額

運
転
免

許
手
数

料

動
力
車
操
縦

者
試
験
の
全

部
を
免
除
さ

れ
な
い
者

二
万
二
千
百
円

動
力
車
操
縦

者
試
験
の
全

部
を
免
除
さ

れ
る
者

千
五
百
円

運
転
免

許
証
再

交
付
手

数
料

運
転
免
許
証

の
再
交
付
を

受
け
よ
う
と

す
る
者

二
千
百
円
（
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
再
交
付
の
申
請

を
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
千
五
十
円
）

第
一
号
様
式
（
第
三
条
関
係
）

第一号様式（第三条関係）（昭41運令20・追加、昭50運令5・昭58運令51・昭59運令18・平元運令24・平12運令39・平24国交令35・一部改正） （表紙）（表紙内側） 11．5センチメートル ←→ ↑ 注意事項 1運転免許証を滅失し、又はき損したときは、再交付 を受けること。 2氏名又は所属事業者名に変更を生じたときは、遅滞 なく、当該変更の事実を証明する書類を添えて、記載 ー 事項変更の記入の申請をすること。 ルトメチンセ7 3次の場合には、遅滞なく、運転免許証を返納するこ と。 ア運転免許が取り消されたとき。 イ運転免許証の再交付を受けたとき。 4運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許 証を提出すること。 ↓ 動力車操縦者 運転免許証 国土交通省 （表） 交付年月日 （再交付年月日） 地方運輸局長印 運転免許 の条件 写 氏名 真男 年月日生 女 スタンプ所属 事業者名 運転免許の番号 運転免許の種類地方運輸局印 及び年月日 （裏） 記載事項変更記入欄 地方運 変更年月日変更項目変更事項 輸局印 地方運 変更年月日変更項目変更事項 輸局印 備考 備考備考欄には、第14条第2項に規定する事項その他必要な事項を記載する。 
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第
一
号
の
二
様
式
（
第
五
条
関
係
）

第一号の二様式（第五条関係） （昭41運令20・旧第一号様式繰下・一部改正、昭50運令5・昭59運令18・昭60運令22・平元運令24・平6運令12・平9運令80・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 〇〇 動力車操縦者運転免許申請書 運転免許を下記により申請します。 年月日 申請者氏名 現住所 地方運輸局長殿 （ふりがな） 性別生年月日 氏名 本籍 所属事業者名 試験免除該当事 項 現に受けている 運転免許の種類 及び番号 収入 印紙 （日本産業規格A列4番型）  

第
二
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）

第二号様式（第十二条関係） （昭41運令20・昭50運令5・昭59運令18・昭60運令22・平元運令24・平6運令12・平9運令80・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 〇〇 動力車操縦者運転免許証再交付申請書 動力車操縦者運転免許証を滅失 き損 したので再交付を申請しま す。 年月日 申請者氏名 現住所 地方運輸局長殿 運転免許の種類及び番号第号 免許 収入 印紙 （日本産業規格A列4番型） （備考）滅失、き損は不要の文字を抹消すること。  

第
三
号
様
式
（
第
十
三
条
関
係
）

第三号様式（第十三条関係）（昭41運令20・昭50運令5・昭58運令51・昭59運令18・昭60運令22・平元運令24・平6運令12・平9運令80・平24国交令35・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 〇〇 動力車操縦者運転免許証記載事項変更記入申請書 下記の通り変更がありましたので関係書類を添えて申請 します。 年月日 申請者氏名 現住所 地方運輸局長殿 運転免許の種類及び番号免許第号 変更事項 （ふりがな） 旧新 氏名 所属事業者名旧新 （日本産業規格A列4番型）  
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